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長

令
和
5
年
4
月	

現
職

日
頃
よ
り
健
康
福
祉
行
政
に
携
わ
っ
て
い
る
皆
様
に
は
厚
く

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
30
年
度
の
国
民
健
康
保
険
制
度
改
正
に
よ
っ
て
、
県
が

そ
の
財
政
運
営
や
効
率
的
な
事
業
の
確
保
等
に
つ
い
て
中
心
的

な
役
割
を
担
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
国
保
財

政
運
営
が
安
定
化
し
た
一
方
、
高
齢
化
の
進
展
や
医
療
の
高
度

化
に
伴
う
医
療
費
の
増
大
等
の
課
題
は
依
然
そ
の
重
要
さ
を
失

わ
ず
、
さ
ら
に
、
県
内
で
市
町
村
に
よ
っ
て
保
険
料
水
準
が
異

な
る
こ
と
な
ど
、
都
道
府
県
単
位
化
に
伴
い
新
た
な
課
題
に
向

き
合
う
必
要
も
生
じ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
第
２
１
１
回
国
会
に
提
出
さ
れ
た
「
全
世
代
対
応
型

の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
に
は
、
国
民
健
康
保
険
運

営
方
針
の
運
営
期
間
を
法
定
化
し
（
６
年
間
）、
医
療
費
適
正

化
や
国
保
事
務
の
標
準
化
・
広
域
化
の
推
進
に
関
す
る
事
項
を

同
方
針
の
必
須
記
載
事
項
と
す
る
な
ど
、
国
保
制
度
の
基
盤
強

化
等
に
向
け
た
一
層
の
取
組
を
求
め
る
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て

い
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
、
県
で
は
今
年
度
「
青
森
県
国
民
健
康

保
険
運
営
方
針
」
の
改
定
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
同
方
針
に
お

い
て
は
、
同
様
に
今
年
度
改
定
予
定
の
県
医
療
費
適
正
化
計
画

や
県
保
健
医
療
計
画
と
の
整
合
性
を
確
保
し
つ
つ
、
医
療
費
適

正
化
に
資
す
る
保
健
事
業
の
推
進
、
保
険
料
水
準
の
統
一
、
事

務
の
標
準
化
な
ど
、
持
続
可
能
な
国
保
制
度
の
構
築
に
向
け
た

来
年
度
以
降
６
年
間
（
上
記
法
案
が
成
立
し
た
場
合
）
の
取
組

に
つ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

中
で
も
、
保
険
料
水
準
の
統
一
に
つ
い
て
は
、
居
住
市
町
村

に
よ
る
被
保
険
者
間
の
不
公
平
が
改
善
さ
れ
、
保
険
給
付
を
県

内
全
て
の
被
保
険
者
の
相
互
扶
助
に
よ
っ
て
賄
う
仕
組
み
が
実

現
す
る
と
と
も
に
、
保
険
給
付
と
よ
り
明
確
に
対
応
し
た
保
険

料
設
定
と
な
る
こ
と
で
「
受
益
と
負
担
の
見
え
る
化
」
に
も
つ

な
が
る
も
の
と
し
て
重
要
な
課
題
で
す
。
県
と
し
て
は
、
市
町

村
の
皆
様
の
御
意
見
を
丁
寧
に
お
聴
き
し
、
地
域
の
事
情
も
十

分
に
踏
ま
え
な
が
ら
、
保
険
料
水
準
の
統
一
に
向
け
た
取
組
を

着
実
に
進
展
さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
制
度
の
適
正
か
つ
安
定
的
な
運
営
の
た
め
、

本
年
度
も
、
市
町
村
の
皆
様
と
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
い

く
所
存
で
す
。
県
と
し
て
も
よ
り
一
層
の
努
力
を
重
ね
て
ま
い

り
ま
す
の
で
、
皆
様
の
御
理
解
と
御
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。
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